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１．人権同和教育集会所
（松代・金井山・豊野）の概要
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松代人権同和教育集会所 （所在地：長野市松代町西条3875番地1）

施設概要

・建築年月：昭和54年３月（築42年）
・構造：木造平屋建て（延床面積：132.21㎡）
・土地面積：336.12㎡（長野市所有）
・国庫補助事業により建設

現 況 令和２年４月から休館

金井山人権同和教育集会所 （所在地：長野市松代町柴453番地4）

施設概要

・建築年月：昭和58年４月（築37年）
・構造：木造平屋建て（延床面積：100.17㎡）
・土地面積：212.89㎡（長野市所有）
・県単補助事業により建設

現 況 平成28年４月から休館

豊野人権同和教育集会所 （所在地：長野市豊野町豊野361番地）

施設概要

・建築年月：昭和51年３月（築45年）
・構造：木造２階建て（延床面積：172.27㎡）
・土地面積：527.98㎡（長野市所有）
・国庫補助事業により建設

現 況 令和元年東日本台風災害により休館



２．「人権同和教育集会所」とは・・・

人権同和問題の理解と認識を深めるとともに、
地域住民の社会教育活動を助長するための施設で、
市内には16か所設置されている。

人権同和教育集会所の管理運営は、集会所毎に
地元区長等で構成する人権同和教育集会所運営委
員会に委託し、研修会の開催や施設の管理が実施
されている。

• 人権同和問題の理解及び認識を深める事業

• 地域住民の教養を高め、生活の改善を図る事業

• その他設置目的を達成するために必要な事業
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【実施事業】



３．集会所（松代・金井山）について

地域において一定の役割を果たしたものと判断し、
個別施設計画のとおり、廃止する。

廃止後の建物、土地については未利用地等有効活
用検討委員会で検討していく。
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•松代は令和２年３月、金井山は平成28年３月に運
営委員会がそれぞれ解散。

•地元で協議、調整を行ったが、新たに利用を希望す
る公的団体は無かった。

これまでの経緯

今後の対応



４．集会所（豊野）について

個別施設計画のとおり廃止し、建物は解体する。

取壊し後の土地について、広場としての利用要望
があることから、豊野区への貸出しについて協議を
進める。
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•令和元年東日本台風により１階天井まで浸水。

•令和２年３月に運営委員会が解散。

•令和３年１月に集会所が設置されている豊野区長
から、建物の早急な取壊しと、土地の後利用につい
ての要望書が提出される。

これまでの経緯

今後の対応



＜参考＞
運営委員会が実施してきた事業
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•識字学級

•解放子ども会活動

•同和教育講座、同和教育学級

•当事者と地元住民との交流会

•人権関係の講座、会議

•生徒・児童へ同和問題学習会の講義や場所の提供

など



５．今後について 7

年 月 内 容

令和３年４月 ・政策説明会で説明

５月

６月
・６月議会で「長野市人権同和教育集会
所の設置及び管理に関する条例」の改
正

６月以降

・松代、金井山人権同和教育集会所の土
地、建物の後利用について、未利用地
等有効活用検討委員会で検討
・豊野人権同和教育集会所解体
（解体後、地域に広場として貸出）


